
JP 4824970 B2 2011.11.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上に放送番組情報を公開する番組情報生成装置から、ネットワークを介し
て携帯端末に番組情報コンテンツを提供する番組情報提供システムであって、
　前記番組情報生成装置は、放送局が視聴者向けに公開しているウェブページ提供サーバ
にアクセスして、番組情報を取得する第１の番組情報取得手段と、
　各種放送番組に関する情報を保持するデータベースにアクセスし、前記ウェブページ提
供サーバから取得した番組名をキーワードとして、当該番組名と関連する関連番組情報を
取得する第２の番組情報取得手段と、
　前記第２の番組情報取得手段により取得された関連番組情報について所定のルールに基
づいて関連番組情報の意味を解釈する解釈手段と、
　前記解釈手段による解釈の結果に基づき、少なくとも放送開始時刻を含み放送番組の要
旨を簡潔に表すメタデータを作成するメタデータ作成手段と、
　作成されたメタデータを前記番組情報に挿入して番組情報コンテンツを生成する手段と
、
　生成された番組情報コンテンツをネットワーク上に公開する手段とを有し、
　前記携帯端末は、ネットワークを介して前記番組情報生成装置から番組情報コンテンツ
を受信する手段と、
　受信した番組情報コンテンツからメタデータを抽出する手段と、
　抽出されたメタデータを表示画面上に表示させる手段と、
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　画面表示されたメタデータに対応する放送番組の放送開始時刻又はその直前にアラーム
を発生するアラーム発生手段とを有することを特徴とする番組情報提供システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の番組情報提供システムにおいて、前記メタデータは、待ち受け状態に
ある携帯端末の表示画面上に表示されることを特徴とする番組情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送番組に関する情報コンテンツを生成する情報コンテンツ生成装置及び情
報コンテンツ生成システム、特に携帯電話用の情報コンテンツ生成装置及びシステムに関
するものである。
　さらに、本発明は、放送番組に関する情報コンテンツを受信する端末装置にも関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　各放送局は、インターネット上にウェブページ提供サーバを設け、視聴者向けに放送番
組案内を行っている。従って、視聴者は、PC（パーソナルコンピュータ）からウェブペー
ジ提供サーバにアクセスすることにより、放送予定の放送番組の内容及び放送開始時刻等
の情報を予め知ることができる（例えば、「特許文献１」参照）。一方、携帯電話は、個
人が身につけて使用するものであり、最新の情報をどこでも容易に入手することができ、
種々の情報を入手する手段としての活用が期待されている。従って、携帯電話を利用して
インターネット上の放送番組案内が閲覧できれば、視聴者の利便性を一層高めることがで
きる。
【０００３】
【特許文献１】特開2003-87769号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　携帯電話を利用してウェブページ提供サーバにアクセスすることにより、放送番組に関
する情報コンテンツを閲覧することも可能である。しかし、携帯電話の表示画面は、PCの
表示画面に比べてはるかに小さいため、PC用のウェブページ提供サーバから提供される全
ての情報を一時に画面表示することが困難である。
【０００５】
　さらに、携帯電話向けに新たなウェブページ提供サーバを設けることは、多大なコスト
を必要とし、大きな経済的な負担が発生する。従って、既存のウェブページ提供サーバを
利用して携帯電話向けの放送番組案内ができれば、経済的な負担が生ずることなく携帯電
話の利便性を一層有効に活用することができる。
【０００６】
　本発明の目的は、表示画面の小さい携帯電話に対して有効な番組情報を提供することが
できる情報コンテンツ生成装置及びシステムを実現することにある。
　本発明の別の目的は、既存のPC用のウェブページ提供サーバを利用して携帯電話向けに
情報コンテンツを提供できる装置及びシステムを実現することにある。
 さらに、本発明の別の目的は、放送番組の情報コンテンツを有効に受信することができ
、放送番組を視聴する上で有益な端末装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による番組情報提供システムは、ネットワーク上に放送番組情報を公開する番組
情報生成装置から、ネットワークを介して携帯端末に番組情報コンテンツを提供する番組
情報提供システムであって、
　前記番組情報生成装置は、放送局が視聴者向けに公開しているウェブページ提供サーバ
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にアクセスして、番組情報を取得する第１の番組情報取得手段と、
　各種放送番組に関する情報を保持するデータベースにアクセスし、前記ウェブページ提
供サーバから取得した番組名をキーワードとして、当該番組名と関連する関連番組情報を
取得する第２の番組情報取得手段と、
　前記第２の番組情報取得手段により取得された関連番組情報について所定のルールに基
づいて関連番組情報の意味を解釈する解釈手段と、
　前記解釈手段による解釈の結果に基づき、少なくとも放送開始時刻を含み放送番組の要
旨を簡潔に表すメタデータを作成するメタデータ作成手段と、
　作成されたメタデータを前記番組情報に挿入して番組情報コンテンツを生成する手段と
、
　生成された番組情報コンテンツをネットワーク上に公開する手段とを有し、
　前記携帯端末は、ネットワークを介して前記番組情報生成装置から番組情報コンテンツ
を受信する手段と、
　受信した番組情報コンテンツからメタデータを抽出する手段と、
　抽出されたメタデータを表示画面上に表示させる手段と、
　画面表示されたメタデータに対応する放送番組の放送開始時刻又はその直前にアラーム
を発生するアラーム発生手段とを有することを特徴とする。
【０００８】
  本発明では、PC用のウェブページ及び放送番組の詳細な関連情報を記憶した番組データ
ベースにアクセスし、これらの情報を用いて携帯電話向けのウェブページが作成されるの
で、携帯電話向けのウェブページの制作の手間が省ける。この結果、経済的なコスト負担
が生ずることなく携帯電話向けのウェブページを提供することができる。
　ここで、メタデータとして、番組情報及び関連番組情報から得られる各種の情報が含ま
れ、例えば番組情報から抽出したデータの一部をメタデータとする場合だけでなく、番組
情報の全てをメタデータとすることもできる。また、アラーム情報、番組情報の更新に関
する更新情報、メタデータの緊急度等の情報もメタデータとして含むこともできる。
　さらに、ネットワーク上に公開する方法として、例えばHTTＰによりWEBページ上に公開
することができる。
【０００９】
　本発明による情報コンテンツ生成装置の好適実施例は、新たに作成した番組情報コンテ
ンツのメタデータを待ち受け状態にある端末装置に送信し、当該メタデータを端末装置の
情報表示部に表示させることを特徴とする。情報コンテンツは全体として比較的大量の情
報を含むため、情報コンテンツに含まれる全ての情報を携帯電話の画面上に一時に表示す
ることは困難である。一方、メタデータは、当該放送番組の要旨を簡潔に表すから、携帯
端末の表示画面上にメタデータを表示することが可能になる。従って、視聴者は、携帯電
話の画面上に表示されたメタデータから放送番組の開始時刻等を含む必要な情報を簡単に
知ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による情報コンテンツ生成装置及びシステムでは、PC向けのHTTPサーバのウェブ
ページ及び番組データベースにアクセスして携帯電話向けの番組放送案内を作成している
ので、経済的な負担が発生することなく携帯電話向けの番組情報を提供することができる
。さらに、本発明の情報コンテンツは、番組情報に当該放送番組の必要な情報だけを簡潔
に表すメタデータが添付されているので、メタデータを携帯電話の画面に表示するだけで
指定された放送番組の必要な情報を視聴者に知らせることができる。
　特に、視聴者が希望する放送番組について、メタデータとアラーム手段を用いて番組開
始時刻を視聴者に知らせることができるので、利便性を一層向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は本発明による情報コンテンツ生成システムの一例を示す線図である。インターネ



(4) JP 4824970 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

ットやイーサネット(登録商標）等の通信ネットワーク１に本発明の情報コンテンツ生成
装置２を接続する。ネットワーク１にはHTTPサーバ３及び番組データベース４も接続する
。HTTPサーバ３は、放送局が視聴者向けに番組案内情報を公開するウェブページ提供サー
バである。また、番組データベース（番組DB）４は、放送局が放送番組に関する情報を保
持したデータベースである。さらに、ネットワーク１には、多数の携帯電話５ａ～５ｎが
接続され、ネットワークを介して情報コンテンツ生成装置２から放送番組に関する情報コ
ンテンツが提供される。情報コンテンツ生成装置２は、HTTPサーバ３の番組情報コンテン
ツを利用して携帯電話向けの情報コンテンツを生成する。情報コンテンツの作成に当たり
、情報コンテンツ生成装置は、ネットワークを介してPC用の番組案内サーバであるHTTPサ
ーバ３にアクセスして放送番組に関する情報コンテンツを取得する。さらに、必要に応じ
て番組DB４にもアクセスし、当該放送番組に関する詳細な関連番組情報を取得する。さら
に、情報コンテンツ生成装置は、取得した関連番組情報からメタデータを作成し、当該メ
タデータを情報コンテンツに挿入してインターネット上に公開する。尚、インターネット
上の公開の具体的な方法として、例えばHTTPのWEBページによる公開を行うことができる
。
【００１４】
　図２は、本発明による情報コンテンツ生成装置の一例を示す線図である。情報コンテン
ツ生成装置は、通信インタフェース１０、ウェブページ抽出部１１、番組DB抽出１２、意
味解釈部１３、ルール保持部１４、メタデータ化部１５、及びウェブページ再構成部１６
を有する。通信インタフェース１０は、インターネット又はイーサネット(登録商標）の
送受信インタフェースであり、当該インタフェースを介してHTTPサーバや番組DBにアクセ
スすると共に生成した情報コンテンツをネットワーク上に公開する。さらに、当該通信イ
ンタフェースを用いて、作成したメタデータを待ち受け状態の携帯電話に送信し、そのデ
ィスプレイ上に表示させる。
【００１５】
　ウェブページ抽出部１１は、HTTPサーバ３にアクセスし、HTTPサーバ３のHTMLデータか
ら番組情報を表示するスクリプトを抽出する。抽出の方法の一例として、予めHTMLデータ
のコメント文に、抽出されるスクリプトの前後に「番組情報開始」及び「番組情報終了」
というワードを記述しておくことにより、上記２つのワードに挟まれたスクリプトを抽出
することができる。尚、抽出プログラムの例を図３に示す。
【００１６】
　番組DB抽出部１２は、番組DB４にアクセスし、ウェブページ抽出部１１から取得したス
クリプト中の番組名をキーワードとして、番組DBに保持されている当該番組名に関する詳
細な関連情報を抽出する。番組DBに保持されている情報の一例として、番組の放送開始及
び終了時刻、放送番組のジャンル、出演者、番組概要(あらすじ)等が含まれる。
【００１７】
  意味解釈部１３は、後述するルール保持部１４に保持されているルールに基づいて番組
DBから取得した番組情報を解釈する。
【００１８】
　ルール保持部１４は、意味解釈部１３で用いられるルールを保持する。意味の解釈のル
ールの一例を以下に示す
(ルール１) 番組名に「プロ野球」のワードが含まれていなくても、番組DBから抽出され
た番組情報にプロ野球チームの名称が含まれ、且つジャンルが「スポーツ」の場合、当該
番組は「プロ野球」であると判定する。
(ルール２) HTTPサーバ３から提供されるウェブページ上の番組情報における番組開始及
び終了時刻と、番組DB４から抽出された番組開始及び終了時刻とが一致しない場合、流動
編成（災害や事故の発生により、番組編成が変更になること）が発生していると判定する
。
【００１９】
　メタデータ化部１５は、番組DBから抽出され、意味解釈部で解釈した結果に基づいてメ
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タデータを生成する。ここで、メタデータとして、番組情報及び関連番組情報から得られ
る各種の情報が含まれ、例えば番組情報や関連番組情報から抽出したデータの一部をメタ
データとする場合だけでなく、番組情報の全てをメタデータとする(「番組情報」＝「メ
タデータ」)こともできる。また、アラーム情報、番組情報の更新に関する更新情報、メ
タデータの緊急度等の情報もメタデータとして含むこともできる。
【００２０】
　ウェブページ再構成部１６は、ウェブページ抽出部によりHTTPサーバから抽出した情報
コンテンツに、メタデータ化部で生成したメタデータを挿入して携帯電話向けの情報コン
テンツを生成する。生成された情報コンテンツの一例を図４に示す。
【００２１】
　意味解釈部１３において、番組DBから抽出した番組情報をルール保持部１４に保持され
ているルールに基づいて解釈し、その結果に基づいてメタデータを作成することにより、
情報コンテンツを受信した携帯電話においてメタデータをディスプレイ上に表示するだけ
でなく、メタデータと関連する以下の例示した情報表示が可能になる。尚、以下の情報表
示を実行するためには、携帯電話にインストールするプログラムには、送信されたメタデ
ータに対応した動作を実行するように予め命令を記述しておけばよい。
（例１）「プロ野球」というメタデータを受信した場合、当該メタデータと共に当該メタ
データに対応するプロ野球番組において対戦するチームのシンボルマークを待ち受け状態
にある携帯電話にディスプレイに表示する。
（例２）「流動編成」というメタデータを受信した場合、例えば「総合テレビジョンの番
組Ａの放送時刻が変更になりました」と待ち受け状態にある携帯電話のディスプレイに表
示する。この目的は、当該番組の視聴を促進することにある。また、番組の放送時刻が変
更された理由として、災害や事件、事故が発生した可能性が想定できるので、暗示的に事
故等の発生を通知する役割も果たす。或いは、番組の放送時刻が変更された理由を明示的
にメタデータとして送信し、待ち受け状態の携帯電話のディスプレイに表示することもで
きる。
（例３）「放送開始時刻＝13:30」というメタデータを受信した場合、例えば、13:29に待
ち受け状態にある携帯電話のアラームを動作させて視聴者に希望する放送番組の開始時刻
がせまったことを知らせることができる。このように、本発明においては、制御プログラ
ムを利用することによりメタデータとアラーム情報とを協動させることができ、これによ
り視聴を希望する放送番組の開始を視聴者に知らせることができる。
【００２２】
  次に、上述した本発明による情報コンテンツ生成システムの一連のプロセスの具体例を
図５を参照しながら説明する。
　初めに、HTTPサーバ３にアクセスし、ウェブページ抽出部１１によりHTTPサーバのウェ
ブページから放送番組に関する番組情報を取得する（ステップ１０）。取得するタイミン
グは、例えば毎正時等に定期的に取得してもよく、一定の時間間隔で取得してもよく、或
いはウェブページ中の番組情報が更新された時点でもよい。
【００２３】
　取得した番組情報から番組名を抽出し、当該番組名をキーワードとして、番組DBから当
該放送番組に関連する関連情報を取得する（ステップ２０）。
【００２４】
　次に、意味解釈部において、取得した関連情報について、その意味をルール保持部に保
持されているルールに基づいて解釈する（ステップ３０）。
【００２５】
　次に、メタデータ化部において、解釈の結果に基づいて当該放送番組に関するメタデー
タを生成する（ステップ４０）。
【００２６】
　次に、ステップ１０で取得した番組情報に生成したメタデータを挿入する。具体的には
、HTTPサーバから取得したウェブページのスクリプトのコメント文として、ステップ４０
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で生成したメタデータを挿入する（ステップ５０）。
【００２７】
　ステップ５０において再構成したウェブページを通信インタフェースを介して携帯電話
に公開する。携帯電話による取得のタイミングは、予め携帯電話側で設定した時刻であっ
てもよく、任意の時刻にウェブページの更新をチェックし、更新が確認された時点でもよ
い。
【００２８】
  図６は、HTTPサーバのウェブページの例と、当該ウェブページに基づいて作成した情報
コンテンツのメタデータを携帯電話の画面上に表示した例を示す。一例として携帯電話の
ディスプレイ上には、メタデータとして、放送開始時刻を示す「午後 05:55」の表示、放
送番組のジャンルを示す「プロ野球」の表示、及び対戦チーム名を示す「○○対△△」の
表示が表示される。このように、放送番組の要旨を簡潔に表すメタデータだけを携帯電話
の画面上に表示することにより、視聴者に対して放送予定の放送番組を容易に正確に伝達
することができる。尚、図６に示すように、ウェブページからニュースを併せて取得し、
番組情報とニュースとが共に掲載された情報コンテンツを生成することもできる。
【００２９】
　次に、本発明による情報コンテンツ生成システムに好適な携帯端末の実施例について説
明する。図７は本発明による携帯端末の一例を示す線図である。尚、当該携帯端末は、通
常の携帯端末としての各種機能に加えて図７に示す機能ないし手段を有するものとする。
本発明による携帯端末は、通信インタフェース３０を有し、当該通信インタフェース及び
ネットワークを介して情報コンテンツ生成装置に接続する。情報コンテンツ生成装置から
送信されて来る放送番組に関する情報コンテンツは、コンテンツ取得部３１により取得さ
れ、コンテンツ保持部３２に記憶する。取得された情報コンテンツは、制御情報保持部３
３に保持されている制御情報により適切に制御される。当該制御情報として、例えばメタ
データが番組開始時刻を含む場合、番組開始時刻又はその直前にアラームを発生させる制
御とすることができる。
【００３０】
　当該情報コンテンツは、メタデータ抽出部３４において、メタデータが抽出され、メタ
データ解釈部３５によりその内容が解釈される。さらに、アラーム部３６から、抽出され
たメタデータの解釈の結果に応じて音響信号が発生する。さらに、抽出されたメタデータ
はディスプレイである情報表示部３７上に表示される。
【００３１】
　図８は、図７に示す携帯端末の動作を示す線図である。本例では、放送番組としてプロ
野球の放送に関するものとし、放送開始前5分前にアラームを発生して視聴者に番組の開
始を指示するものとする。ステップ２０において、情報コンテンツの取得が行われる。取
得された情報コンテンツは、ステップ２１において、メタデータが抽出される。抽出され
るメタデータは、放送開始時刻として「午後05:55」、放送番組のジャンルとして「プロ
野球」、及び番組内容として「対戦チーム名」である。
【００３２】
　次に、ステップ２２において、メタデータが解釈される。解釈の結果として、例えば放
送開始時刻の開始5分前にアラームを鳴らし、当該メタデータを画面表示する(ステップ２
４)。このように、本発明の携帯端末は、放送番組のメタデータを画面表示すると共に、
放送開始時刻の直前に放送の開始をアラームにより視聴者に知らせることができる。
【００３３】
　本発明は上述した実施例だけに限定されず、種々の変形や変更が可能である。例えば、
上述した実施例では携帯電話を例に説明したが、本発明は携帯電話だけに限定されず、PC
や他の携帯端末にも適用することができる。
【００３４】
　さらに、上述した実施例では、HTTPサーバから番組情報を取得し、その後当該番組名を
キーワードとして番組DBを検索したが、番組DBの検索を省略し、直接HTTPサーバから取得
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した番組情報の意味を解釈してメタデータを作成することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明による情報コンテンツ生成システムの一例を示す線図である。
【図２】本発明による情報コンテンツ生成装置の一例を示す線図である。
【図３】スクリプトを抽出する抽出プログラムの例を示す図である。
【図４】生成された情報コンテンツの一例を示す図である。
【図５】情報コンテンツ生成システムの一連のプロセスを示す線図である。
【図６】HTTPサーバのウェブページと当該ウェブページに基づいて作成され携帯電話の画
面上に表示したメタデータを示す図である。
【図７】本発明による携帯端末の一例を示す線図である。
【図８】携帯端末における情報コンテンツの処理を示す線図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　通信ネットワーク
　２　情報コンテンツ生成装置
　３　HTTPサーバ
　４　番組データベース
　５ａ～５ｎ　携帯電話
１０　通信インタフェース
１１　ウェブページ抽出部
１２　番組DB抽出部
１３　意味解釈部
１４　ルール保持部
１５　メタデータ化部
１６　ウェブページ再構成部
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【図８】



(12) JP 4824970 B2 2011.11.30

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  佐々木　大輔
            広島県広島市中区大手町２－１１－１０　日本放送協会広島放送局内

    審査官  小田　浩

(56)参考文献  特開２００１－３３３４１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４３５８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５９２４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０７９９２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０７７７７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１８８３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２３００３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０１５５２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３６９１７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１７３　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　３／４２　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　１１／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

